
 

－1－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 2月 25日 発行 
発行：高田区地域協議会 

編集：高田区地域協議会・編集委員 

    南部まちづくりセンター 

℡ 025-522-8831 ・Fax  025-522-8832 

第４９号 

 

▶ 審議結果 諮問事項 本町ふれあい館の廃止について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１頁 

▶ お知らせ 高田区地域協議会の活動報告会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１頁 

▶ 活動報告 高田区地域協議会委員研修会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２頁 

▶ お知らせ 令和４年度 地域活動支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２頁 

回覧 

諮問事項 本町ふれあい館の廃止について 

審議の結果、「支障なし」と判断（附帯意見あり）

▲本町ふれあい館 

フレーフレー 

た・か・だ 

▲福祉交流プラザ 

審議結果 

第９回地域協議会（１月１７日開催）において、老朽化してい

る本町ふれあい館（本町２丁目）を今年度末に廃止する旨の市の

諮問について審議しました。 

市では、同館廃止後の作品展示は福祉交流プラザ１階の情報・

展示コーナーで行うとともに、談話室の利用は各団体に南三世代

交流プラザなどを紹介して対応すること、また、作品展示の利用

団体の希望に応じて、雁木通りプラザでの展示も検討するとの考

えが示されました。 

審議の結果、同館の廃止については「支障なし」としました。 

また、「出展者の意向や観覧する人の利便性などを考慮して、雁

木通りプラザでの展示も可能となるようにしてください」という

附帯意見を付け、１月２０日付けで市に答申しました。 

なお、１月２８日付けで市から、諮問どおり本町ふれあい館を

今年度末に廃止することと、「雁木通りプラザでの展示は、現出展

者の意向を聞いたうえで検討する」との通知がありました。 

（本町２丁目） 

（寺町２丁目） 

 

 

  

 

令和３年度の高田区地域協議会の活動を地域の皆さんにお知らせするため、 

活動報告会を開催します。併せて、地域活動支援事業の令和３年度の活動報告 

や令和４年度の概要説明を行う予定です。どなたでも来場できますので、多く 

の方のご来場をお待ちしています（申込は不要です）。 

 

日時：令和４年 3 月１９日（土）午後２時から ※申込不要 

会場：福祉交流プラザ ２階 第１会議室（寺町２-２０-１）  
※地域活動支援事業の令和４年度の概要説明は、令和４年市議会３月定例会 

での予算成立を前提とした説明になります。 
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＊上記事例の他に、「人にやさしいまちづくりを進める事業」なども支援対象になります。 

 

 南部まちづくりセンター 〒943-0892 上越市寺町 2丁目 20番 1号 
（上越市福祉交流プラザ 3階） TEL：025-522-8831 

活動報告  

１月１１日（火）に地域協議会第１分科会のテーマ「若

者の地域参画」に基づき、Kinaiya プロジェクト代表の打

田亮介さんをお招きして委員研修会を行いました。 

打田さんは市外から移住された若者で、空き家となって

いる高田の雁木町家のリノベーション（修復、再生等）を

通じて、街なかで人々が交流し、新たな活動が生まれるき

っかけを生み出す活動を行っており、その取組事例につい

て写真等を交えて説明されました。 

委員からの「今後の目標は」との質問に「数値的には定

めていないが、１年に高田の町家に住む人がひとり、お店

をやる人がひとりと地道に増やせていければ」との思いを

述べられていました。 

高田区地域協議会委員研修会 

高田で地域活動に取り組む若者の話を聞く 

高田市街地がにぎわ 

い、活性化する事業 

(例)人の流れを生み出す 

事業、空き店舗の活 

用を推進する事業な 

ど 

地域の魅力を高め、 

観光を振興する事業 

(例)まちなか回遊型観光 

を推進する事業、観 

光客の満足度を高め 

るための事業など 

歴史・文化の保存 

・活用に役立つ事業 

(例)城下町高田地区周辺 

の町並み・景観の整 

備に関する事業など 

(例)団体間の連携・協力 

の強化を図る事業、 

人と人の交流の促 

進を図る事業など 

街中での「懐かしい高田 
の唄」コンサート 

雁木の街なみ保全活動 

高田瞽女の文化を保存・発信 地域主催の住民交流事業 

住民の交流を 

活発にする事業 

地域活動支援事業を活用した取組例 

 令和４年度 地域活動支援事業 

 

※事業の実施は、令和４年市議会３月定例会で議決後、正式決定となります。 

※詳しい内容は、３月下旬に回覧予定の『募集要項』でお知らせします。 

 

地域活動支援事業は、身近な地域における課題の解決や活力の向上のために行う活動（事

業）に対して、市が補助金を交付して支援する制度です。 

この地域活動支援事業を活用して、まちづくり活動に取り組んでみませんか。 

事前相談など、お気軽に南部まちづくりセンターまでお問い合わせください。 

▲打田さんの説明写真より(上下) 

 


